
内部統制基本方針 

当社は、組織の事業活動を支援する「業務の有効性及び効率性」「財務報告の信頼性」「事業
活動に関わる法令等の遵守」「資産の保全」という４つの目的を達成するために、内部統制シス
テムの整備に関する基本方針を次のとおり定めます。当社は、この基本方針に基づく内部統制
システムの運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、
経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、実効性のある内部統制システムの整備に努
めてまいります。 

イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

ⅰ 当社は、取締役及び使用人が、法令、定款及び社会倫理規範に適合することを確保するた
め、コンプライアンス遵守体制を整備しコンプライアンス教育及び研修等を実施して周知徹底
を図る。また、その実践のため企業理念及び諸規程を制定し、マニュアル等を整備する。 
ⅱ 当社は、他の業務執行部署から独⽴した代表取締役社⻑直轄の内部監査室による当社及び
当社子会社等（以下「当社グループ」という。）全体の内部監査を実施する。内部監査を通じて
各部署の内部管理体制の適切性・有効性を検証及び評価し、その改善を促すことにより、使用
人の職務執行の適法性を確保する。 
ⅲ 社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら
反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態
度で対応する。 

 

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

文書管理規程その他関連規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁記録的な
媒体に記録し、保存する。取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。 

 

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

ⅰ 当社グループの業務執行に係るリスクに関して、内部統制委員会の小委員会においてそれ
ぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、当社グループ各社の相互の連携のもと、当社グル
ープ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。 
ⅱ 当社グループの経営に重大な影響を与えるような経営危機が発生した場合は、代表取締役
社⻑を本部⻑とする対策本部を内部統制委員会内に設置し、当社グループ全体の損失を最小限
に抑えるとともに早期の原状回復に努める。 

 

ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

ⅰ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役
会を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催する。取締役会の手続き及び取
締役会の権限範囲等は取締役会規程で明確にする。 
ⅱ 取締役による効果的な業務運営を確保するため、組織規程及び業務分掌規程を定めるとと
もに、取締役の職務執行に関する基本的職務及び責任権限に関する事項を明確にすることで組



織の効率的な運営を図ることを目的として、職務権限規程を定める。 
ⅲ その他社内規程を整備することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確
保する。 
ⅳ 当社は、単年度予算並びに中期経営計画を適正に策定及び運用するため、予算管理規程を
定める。同規程に則り、取締役会において単年度予算並びに中期経営計画を決定するとともに、
原則として事業年度毎に１回、中期経営計画のローリング（終期の更新と内容の見直し）を行
う。 
ⅴ 取締役は、取締役会で定めた中期経営計画及び単年度予算に基づき効率的な職務執行を行
い、予算の進捗状況について取締役会に報告する。 
ⅵ 当社の取締役会において、当社グループは業務の進捗状況の報告と重要事項の報告を行い、
グループ全体の迅速な意思決定と業務遂行を実現する。 

 

ホ．当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

ⅰ 当社グループは、内部統制に関する協議、情報の共有化、指示及び要請の伝達等が効率的
に行われる体制の構築を内部統制委員会中心に行う。 
ⅱ 取締役は、各部署の業務執行の適正を確保する内部統制の確⽴と運用の権限と責任を有す
る。 
ⅲ 内部監査室は、各部署の内部監査を実施し、その結果を社⻑及び担当取締役に報告すると
ともに、必要に応じて、内部統制の改善案の指導、実施の支援及び助言を行う。 
ⅳ 代表取締役社⻑は、内部監査の有効性を確保するため、内部監査室の要請に応じて被監査
部署以外の部署から内部監査人を選定できることとする。 
ⅴ 子会社の業務執行について決裁ルールの整備を行うほか、経営の重要な事項に関しては、
決裁権限規程に基づき、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、当社の管理部門
が子会社から事業計画等の報告を定期的に受け、業務の適正性を確認する。 

 
ヘ．監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の他の取締役（監査等委員で 

ある取締役を除く。）からの独⽴性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に 
関する事項 
 

監査等委員会より監査業務に必要な業務指示及び命令を受けた使用人は、監査等委員会が指
定する補助すべき期間中は、その業務指示等に関して、取締役（監査等委員である取締役を除
く。）及び他の使用人の指揮命令を受けないこととし、監査等委員会に係る業務を優先して従
事する。 

 
ト．当社グループの取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委 

員会への報告に関する体制並びに報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを 
確保するための体制 

 
ⅰ 監査等委員は、取締役会に出席するほか、監査等委員会が選定する監査等委員は、その他
重要な会議に出席し、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行状況の報告を受ける
こととする。 
ⅱ 内部監査室が実施した監査結果を監査等委員会に供覧することとする。 
ⅲ 当社グループの取締役及び使用人等が当社グループに関する重大な事実を発見した場合
は、監査等委員会に直接報告することができるものとする。 



ⅳ 監査等委員会へ報告をした当社グループの取締役及び使用人等に対し、不利益が生じない
ことを確保する。 

チ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

ⅰ 監査等委員会は、監査等委員会監査に関する基準及び基本事項を規定し、監査等委員会監
査の円滑かつ効果的な実施を図ることを目的として、監査等委員会規程並びに監査等委員会監
査等基準を定める。監査等委員会はこれらの規程に定めるところにより、監査を行う。 
ⅱ 監査等委員会が選定する監査等委員は、必要に応じて当社グループの取締役及び使用人等
に対する個別のヒアリング等を実施することができるとともに、監査等委員会は、社⻑、内部
監査室、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見を交換する。 
ⅲ 監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）につい
て生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要で
ないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。  


